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死体解剖資格認定要領の一部改正について 

 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

死体解剖資格認定要領の一部改正につきましては、平成 16 年１月 29 日付日医発第

892 号（生 63）をもって、貴会宛にお送り申し上げました。 

これまで、死体解剖保存法（昭和 24 年法律第 204 号）第２条第１項第１号に定め

る死体解剖資格の認定につきましては、同要領により行われてきたところですが、今

般、別添のとおり、同要領の一部が改正され、平成 29 年 11 月 16 日より施行された

ことから、厚生労働省医政局長より本会に対し、周知方依頼がありました。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市

区医師会、及び関係医療機関への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 

また、今回の改正に伴い、同法施行規則（昭和 24 年厚生省令第 37 号）第３条第１

項及び第２項に定める申請書類（第四号書式、第五号書式及び第五号の二書式）につ

きましては、様式を修正のうえ追って公布されることとしており、公布までの間、現

状の様式にて申請していただくよう、併せて周知方よろしくお願い申し上げます。 



日本医師会会長

日本歯科医師会会長

日本病理学会理事長

日本解剖学会理事長

日本法医学会理事長
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死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第2条第1項第1号に定める

死体解剖資格の認定につきましては、平成15年12月16日付け医政発

1216005号厚生労働省医政局長通知「死体解剖資格の認定等について」

の呂1絲氏「死体解剖資格認定要領」により行ってきたところですが、今般、別紙

のとおり「死体解剖資格認定要領」の一部を改正し、平成29年11月16日

より施行することとしました。貴会におかれましても、本改正の内容について

会員等への周知方よろしくぉ願いします。

なお、今回の改正に伴い、死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第

37号)第3条第1項及び第2項に定める申請書類(第四号書式、第五号書式

及び第五号の二書式)につきましては、様式を修正のうえ追って公布するので、

公布までの間、現状の様式にて申請していただきますよう会員等への周知方お

願いします。

死体解剖資格認定要領の一部改正について
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第一用語の定義

本要領における用語の定義は、次のとおりとすること。

1 解剖を行った経験
単に解剖に立ち会うのみならず、自らが頭蓋腔、胸腔及び腹腔を開検し、

解剖報告書等を作成した経験をいい、学生実習における解剖の経験も含むも
のとする。

2 適切な指導者
医学又は歯学に関する大学(大学の学部含む。以下同じ。)の解剖学、病

理学若しくは法医学の教授若しくは准教授又は死体解剖資格を有する者で
解剖学、病理学若しくは法医学を専門とする者をいう。

第二認定の基準

1 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下 W却という。)第2
条第1項第1号の認定(以下「認定」という。)は、次に掲げる要件をみた
す者で、遺族の感情に対する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失
することなく死体を取り扱うととができると認められるものについて行う
ものとする。ただし、死体解剖を行う者として学術的・倫理的に著しく不適
格な者は、認定を行わないことができる。

(1)医師又は歯科医師にあっては、次の全てに該当する者

ア国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の講
座又は年間10体以上の剖検例を有する医療施設の病理部門若しくは監
察医務機関に所属し、現に当該所属先において解剖に関連する診断、 研究
又は教育業務に従事する者

イ医師又は歯科医師の免許を得て2年を経過した後、初めて解剖に従事し
た日から起算して2年以上解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事
し、かつ、直近の5年以内に適切な指導者の下で20体以上について死体
解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「規則」という。)
第4号書式による申請書に記載した主として行おうとする解剖の種類(,
統、病理、法医のうち、いずれか1つ)の解剖を行った経験を有する者
ただし、病理解剖について申請を行う者については、解剖を行った経験

に、頭蓋腔は開検せず、胸腔及び腹腔を開検する解剖例を含む場合であっ
ても、病理解剖を実施するために必要な知識及び技能を有していると認め
られる場合には、分科会の判断で認定を行うものとする。

(2)医師及び歯科医師以外の者で主として系統解剖を行おうとする者にあっ
ては、次の全てに該当する者

ア国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学の講座に常勤の助教又は専任
講師として所属し、現に当該講座において解剖に関連する研究又は教育業
務に従事する者

死体解剖資格認定要領

最終改正
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イ初めて解剖に従事した日から起算して5年以上解剖に関連する研究又は
教育業務に従事し、かっ、直近の5年以内に適切な指導者の下で50体以
上にっいて系統解剖を行った経験を有する舌

(3)(1)、及び(?)に該当しない者であって、医学又は歯学!こ関する大学
の解剖学、病理デ又は法医学の教授又は准教授の職にあった佐離職した者であって:離職後も継続して医学又は歯学に関する大学の解剖に関連チる
診断、研究又は教吉業務に従事する者

(4)(1)から(3)に該当しない者であって、解剖に関して(1)又は(2)
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

現に医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の教授又2

は准教授の職にある者にっいては、造第2条第1項の規定により保健所長の
許可を受けなくとも死体の解剖を行うことができ名ため、認定は行わないも
のとする。

第三認定の申請に必要な書類

死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下「令」という。)1

第1条第1項の詔定の申請は、規則第4号書式による申請書に、規則第5号
書式による解剖経験証明書及か第ち号の2書式による履歴書のほか、指導者
易推鳶状ととも1こ、次の書類を添付して行うものとする。'

(1)第二の1の(1)に該当する医師及び歯科医師にあっては次の書類

ア解剖調書(直近の5年以内の20体に係るものとし、別添の書式によ
ること。)

イ医師免許証又は歯科医師免許証の写し

(2)第二の1の(2)に該当する者にあっては次の書類

ア解剖調書(直近の5年以内の50体に係るものとし、別添の書式によ
ること。)

イ在職証明及び在職期間証明

(3)第二の 1の(3)に該当する者にあっては次の書類(ただし、ウにつ
いては、有する場合に限る。)

ア在職証明及び在職期間証明

イ雛職後の業務に関する証明書又は申立書

ウ医師免許証又は歯科医師免許証の写し

(4)に該当する者にあっては、解剖に関して第二の1の(4)第二の 1の
(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを(1)又は

示す書類

2 申請書類を作成するに当たっては、次の事項に留意すること。

(1)死体解剖資格認定申請書について(規則第4号書式関係)

偶1採助



ア申請書に手数料として令第1条第2項に定める金額の収入印紙を貼る
こと。また、消印は不要であること。

イ主として解剖を行おうとする場所については、00大学医学部00教室
又は00病院などと具体的に記入すること。

(2)解剖経験証明書について(規則第5号書式関係)
解剖を行った場所ごとに作成すること。

(3)履歴書について(規則第5号の2書式関係)

ア大学院生であるときは、学歴の「学校名、学部名」の欄に大学院での専
攻を00大学院病理学専攻などと記入するとと。

イ職歴に非常勤が含まれる場合にあっては、備考欄にその勤務状況を具体
的に記入するとと。

ウ解剖歴として外国の施設での経験を勘案しようとする場合にあっては、
認定を受けた後に解剖を行うことを予定している国内の施設の長又は大
学の教授の意見書を添付すること。

(4)推薦状について
推薦状の作成に当たっては、解剖に際して申請者が遺族の感情に対する

理解や死体に対する尊崇の念を有するか否か、礼意を失することなく死体
を取り扱うことを十分理解しているか否かを含めること。

(5)その他
解剖件数には、ネクロプシー(死後、生検針等で特定の臓器の病理組織

を採取することをいう。)の件数は含まれないこと。

偶嚇氏)



別添

死体番号 性別 年齢
指導者の職

名及び氏名

解 剖

解剖場所

調 書 (系統・病理・法医)

臨床診断

(注意)
系統・病理・法医の別については該当するものを0で囲むこと。1

「死体番号」とは剖検記録等に記載されている番号であること。2

本調書に記載される全ての解剖例について、申請者自らが頭蓋腔、胸腔及ぴ腹腔を開検し、解剖報告書等を作成していることを要する。3

必要に応じて、解剖報告書等の提出を求めることがあるため、申請者において解剖報告書の写しを保管しておくこと。4

頭蓋腔を開検せず、胸腔及び腹腔を開検した解剖例を記載する際は、備考にその旨を記載すること。5

医師及び歯科医師については直近の5年以内の20体に係るものを記入すること。6

医師又は歯科医師以外の者については年次ごとに別葉とし、直近の5年以内の50体に係るものを記入するとと。7

剖検診断 備考
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死体解音噴格の認定等にっいて(平成7年4月1日付け健政発0321第57号厚生省健康政策局長懲U)

第一用語の定義

本要領における用語の定義は、次のとおりとすること
1 鯉劃空^

単に"剖に立ち会うのみならず

改

等を作成した経験をいし

適切な指導者

医学又は歯学に関する大学(大学の学部Aむ。以下同じ。)の剖学、病理学若しくは
法医学の教授若・しくは准教授又は死体剖資格を有する者で☆剖学、病理{若しくは法
医学を専門とする者をいう

死体解剖資格認定要領

正

第二認定の基準

1 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)第2条第1項第
1号の認定(以下「認定」という。)は、次に掲げる要件をみたす者で、遺族の感情に対
する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことがで

後

学生実における"剖の経験も含むものとする

きると認められるものにっいて行うものとする。'ただし、死体力剖を行う者として学術
的.倫理的に著しく不適格な者は、認定を行わないことができる

自らが頭蓋腔、胸腔及び腹腔を開検し角剖報告

①医師又は歯科医師にあっては、次の全てに該当する者
ア、国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の講座又は年
間10体以上の剖検例を有する医療施設の病理部門若しくは監察医務機 に所属

(呂1俳勵

し、現に当該所属先において"剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事する者

イ医師又は歯科医師の免許を得て2年を経過した後、初めて解剖に従事した日から
起算して2年以上解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事し、かっ、
5年以内に適切な指導者の下で20体以上にっいて死体剖保存法施行規則

互隻

24年厚生省令第37号以下「規則」という)
した主として行おうとする☆剖の種(系統、病理
の剖を行った経験を有する者

(新設)

改 正

死体解剖資格認定要領

第一認定の基準

1 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)第2条第1項第
1号の認定(以下「認定」という。)は、次に掲げる要件をみたす者で、遺族の感情に対
する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことがで
きると認められるものについて行うものとする。

^

月1」

4号書式による申請書に記載
法医のうち、いずれか1つ)

.

① 医師又は歯科医師にあっては、次のいずれかに該当する者
ア

直近の

(昭和

む。以下同じ。)の解郵伴、病理学又は法医学の歓室において、翅竺工鯉劃趙^
務に従事した日から起算して2年以上"剖に連する研究.教育業務に従事しか

(別紙)

師又は歯科医B の免許を写た後医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含

ー)

るとともに

直近の5 以内に適釖な指導者の下で5体以上にっき剖補助の業務に'事す

イ医師又は歯科医師の免許を得た後、年間10体以上の剖検例を有する病完、研究
室、監察医務機等においてめて角剖補助業務に従事した日から起算して2年

者の下で5体以上にっき剖補助の業務に従事するとともに、15体以上にっいて
以上剖に関連する研究・教育業務に従事し、かっ、直近の5年以内に適切な指導

1・

15体以上について自ら主として角剖を行った経験を有する者

自ら主として力剖を行った験を有する者

2
-



ただし、病理"剖について申請を行う者については、"剖を行った経験に、頭蓋
腔は開検せず、胸腔及び腹腔を開検する☆剖例を含む場合であっても、病理剖を
実施するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合には、分科会の
判断で認定を行うものとする

(削除)

(削除)

②医師及ぴ歯科医師以外の者で主として系統解剖を行おうとする者にあっては、次の
全てに該当する者

ア国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学の講座に常勤の助教又は専壬講師と
して所属し、現に当該講座において解剖に関連する研究又は教育業務に従事する者

イ初めて力剖に従事した日から起算して5年以上"剖に関連する研究又は教育業
務に従事し、かつ、直近の5年以内に適切な指導者の下で50体以上にっいて系統
剖を行った経験を有する者

(削除)

③①及び②に該当しない者であって、医学又は歯学に関する大学の剖学病理学
又は法医学の教授又は准教授の職にあった後雛職した者であって、籬職後も継続して
医学又は歯学に関する大学の"剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事する者

④ ①から③に該当しない者であって"剖に関して①又は②にげる者と同等以上

(削除)
の知識及び技能を有すると認められる者

2 現に医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の教授又は准教授の
職にある者にっいては、法第2条第1項の規定により保健所長の許可を受けなくとも死
体の解剖を行うことができるため、認定は行わないものとする。

ウ医学又は歯学に関する大学の"剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授の職に

あった後陞職した者であって、眺職後も継続して剖に関連する研究・教育業務に
従事するもの

アからウまでに該当しない者であって

以上の知識及ぴ技能を有すると認められるもの

②医師及ぴ歯科医師以外の者にあっては、次のいずれかに該当する者

ア 医学又は歯学に関する大学の"剖学、病理学又は法医学の

又はそれと同等と認められる者であって、初めて剖補助業務に従事した日から起
算して5年以上剖に関連する研究・教育業務に従事し、かっ、直近の5年以内に
適切な指

以上について自ら主として剖を行った経験を有するもの

イ医学又は歯学に関する大学の剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授の職に
あった後離職した者であって、籬後も継続して剖に関連する研究・教育業務に
従事するもの

の下で25体以上につき剖補の業務に従事するとともに、25体

ウア又はイに該当しない者であって、☆剖に関してアに掲げる者と伺等以上の知
識・技能を有すると認められ、かつ

(新設)

剖に関してア又はイに掲げる者と同等

(新設)

2

かに咳当する者をいうものとする
1の②のアに規定する専壬講師の職にある者と同等と認められる者とは、次のいずれ

①医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の講座に常勤してぃる者で
あって助手として在職しているもの

②①に該当しない者であって、直近5年間に、医学又は歯学嫡剖学、病理学又は法

.

③①に該当しない者であって医学又は歯学に関する博士又は修士の学立(外国にお
医学に限る)に関し相応の業績を発表した実炉を有すると認められるもの

壬講師の職にある者

剖に関する研究・教育業務に従事するもの

いて授与されたこれに相当する学立を含む)を有するもの

3 現に医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の教授又は助教授の
職にある者については、法第2条第1項の規定により保健所長の許可を受けなくとも死
体の解剖を行うことができるため、認定は行わないものとする。

・ 2 ・



第三認定の申請に必要な書類

1 死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下「令」という。)第1条第
1項の認定の申請は、規則第4号書式による申請書に、規則第5号書式による解剖経験証
明書及び第5号の2書式による履歴書のほか、指導者の推薦状とともに、次の書類を添付
して行うものとする。

①第二の1の①に該当する医師及び歯科医師にあっては次の書類
ア解剖調書(直近の5年以内の20体に係るものとし、別添の書式によること。)
イ医師免許証又は歯科医師免許証の写し

②第二の1の②に該当する者にあっては次の書類
剖調書(直近の5年以内の50体に係るものとし、別添の書式によるとと

在職証明及ぴ在職期間証明

③第二の1の③に該当する者にあっては次の書類(ただし
合に限る。)

在職証明及ぴ在職期間証明

籬職後の業務に関する証明書又は申立書

④ 第二の1の④に該当tる者にあっては角剖に関して二の1の(1)又は(2)
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを示す書類

医師免許証又は歯科医師免許証の写し

(削除)

(削除)

第二認定の申請に必要な書類

(削除)

1 死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下「令」という。)第1条第
1項の認定の申請は、死体剖保子法施行規則(昭和24年厚生省令 37号以下「規
則」という )第4号書式による申請書に、規則第5号書式による解剖経験証明書及び
第5号の2書式による履歴書のほか、指導者の推薦状とともに、次の書類を添付して行
うものとする。

ウについては

.

①第一の1の①'立空塗Sι_に該当する医師及び断斗圓市にあっては次の書類
アカ陪鯛書(値近の5年以内の20体に係るものとし、別添の書式によること。)
イ圓晩ヨキ証又は断斗廊晩子曙正の写し

(新設)

する場 (新設)

(新設)

、

②一の1の①のウに該当するにあっては次の

゛

ア叡編モ明及

イ に関ずる証明書又は申立書
陛而免i1証又は断斗匿市免訥証の写し

③

1
④ 第一の1の②のアに該当する者のうち専僑梯市上垪の者にあっては次の書類

直近5臂占に

以内の50体に係るものとし別寄和)書式によること)
間証明

ーの1の②のアに該当する者のうち専塞齢雨の職にある者にあっては次の書類
"0慣周書(喧近の5 以内の50体に係るものとし、別添の書式によること)
櫛鯱正明及て廂獣^間証明

者として発表した論文の印昂収は写し

r 証明

(ただし、ウ及て北工にういては、有する場合に限る)
鯛書(画近の5

櫛洗7正明及

・ 3 ・

努責一覧齢文発表及び口測

.高丘5年間に行った口演個張含む)のプログラム又は写し
工判立を証明する害類

Z
イ
一
立

Z
イ
一

Z
イ
一
ウ
一



(削除)

御1除)

2 (略)

ア

イ

ア

ーの1の②のイに該当する者にあっては次の書類

寺モ明及

そdX也次に掲げる場合にあっては当該書類

大学に所属する者で病剰,メ外の科のが丙

の業務に関する証明書又は申立書

は、医学音脹、歯学剖堤叉1'丙

イ医療旛設に所属する者で、'病理部門戈垪の者カミ'丙

、、".."、、

ときは、認定を受ける必要性についての施設長の理由書

2

間証B

(略)

气'

、

丙

1についての認定を申請しようとするとき

11の責者の承諾書

」についての認定を申請しようとする

、、

・ 4 ・
ノ

'



心

^

別添

死体番号 解 剖

全身・局所

全身・局所

の

全身・局所

種

系統・病理・法医

旧

全身・局所

類

系統・病理・法医

全身・局所

系統・病理・法医

性別

全身・局所

系統・病理・法医

全身・局所

年齢

系統・病理・法医

全身・局所

(注創

1 「ヲ臼本番号」とは高1余哥^こヨ識され0、る番号であること。

解

主執刀者名

系統・病理・法医

全身・局所

副執刀者名

剖

系統・病理・法医

全身・局所

2 「"鞠1α^11;域当するものを0で囲なこと。

系統・病理・法医

調

3 「胞末診断」及び脚

系統・病理・法医

書

指導

名及

4,学生実習1こお'ける解蔀ID^Wこついては指導者を主として補助しつぐ窮OJしたな才宝帯U堵とし、従とし

系統・病理・法医

5 圃破て噛科^こついて1才廊丘の5年'炳の即伽こ係るものを記入すること

6 医百E又は断、斗医卵)妙地渚1こ仇、て1才年炊ごと1窃1僕とL 高邸>5年以内の駒俐こ係るものを記入すること

の職

氏名
解剖年月日時

」欄ま可謝よ範租え常諌§して差し支えないこと

別添

解剖場所

死体番号

臨床診断

性別 年齢

剖検診断

指導者の職

名及ぴ氏名

新

解剖年月日時

解 剖

(注意)

1 系統・,丙理・法医α場1」にd、て1コ該当するものを0て翌説,こと。

しつぐ剛仞した者畑1融フ堵として差し支えないこと

調 書

解剖場所

2

3 本調書1こヨ蹴される全て4滴狩制について、申請者自ら力垣E潮空、舶腔及て期甥空を開検し、ゑ卿凱告書等をイ賊し0、ることを要ずる。

(系統・病理・法医)

「チE体番号」とは梯験乱葬黒こヨ識されてし、る番号であること。

4 必弼斗古じて、育脚鰹告書等αX^を求めることがあるため、申請都こお'いて解却胤告書の写しを保管しておくこと。

臨床診断

亘^を開検せず、舶腔及て所臭腔を開余した角狩制を乱識する際工備割こその旨を乱載すること。

医盲吸ひ菌手斗医断πこついで出直3丘0)5年男炳の即伽こ係るものを記入すること。6

医奇双1才歯科医百邑リ列U渚ιこついては年炊ビと{拐1康とし、i苗丘の5年戈炳の驗伽こ係るものを記入すること。

剖検診断 備考

》

・ 5 ・
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